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令和６年瀬戸市議会９月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

第５５号議案  瀬戸市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条

例の制定について  

担当課・係名  まちづくり協働課 協働第２係  

教育政策課 企画係  

文化課 文化係、文化財係  

スポーツ課 スポーツ係  

１ 条例制定の理由  

  教育委員会の職務権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２１条で規定されており、公民館の事業、スポーツ及び文化財

の保護に関することが含まれているが、同法第２３条で条例を定め

るところにより一部の事務について地方公共団体の長が管理し、執

行することができることとされている。  

  博物館及び公民館の設置等、スポーツ及び文化に関することにつ

いて、施設の機動的かつ一体的な活用の促進、スポーツを通じた経

済及び地域の活性化並びにやきもののまちとして地域資源（歴史、

文化、産業）の活用を、総合的なまちづくりの観点から、地域振

興、まちづくり等の関連行政と併せて市長が管理執行するに当た

り、条例を制定するため。  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

   市長が管理し、及び執行する教育に関する事務を以下のとおり  

とする。  

  ア 博物館及び公民館の設置、管理及び廃止に関すること（博物

館及び公民館の事業に関することを含む。）。  

イ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除

く。）。  

ウ 文化に関すること。（エに掲げるものを除く。）。 

エ 文化財の保護に関すること。 

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を規定し、施行期日を令和７年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  
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３ 条例制定に係る根拠法令  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第２１条、第２３条  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

地域振興、まちづくり等の関連行政と併せて教育委員会の所管す

る教育に関する事務の一部を市長が管理執行することで、施設、ス

ポーツ及び文化の持つ効用をより活かすことができる。  

また、本条例の制定に伴い、教育委員会の権限に属する事務の補

助執行を見直す。  
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第５６号議案  市有財産（土地）の売払いについて  

担当課・係名  政策推進課 公共施設マネジメント係  

１ 議案提出の理由  

  市有財産（土地）を売り払うに当たり、議会の議決を求めるた

め。 

２ 議案の概要  

⑴ 土地の所在 瀬戸市萩殿町２丁目１７８番１、１７８番２  

⑵ 地 目 宅地  

⑶ 登 記 面 積 １８，６５５．４７平方メートル  

 ⑷ 売 払 方 法 制限付き一般競争入札  

⑸ 売 払 価 額 ５１０，０１０，０００円  

 ⑹ 売 払 先 名古屋市東区泉一丁目１３番３６号  

         シー・クエンス株式会社  

３ 議案提出に係る根拠法令  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 住宅用地として活用することにより、子育て世代の定住の促進  

を図ることができる。  

 ⑵ 位置図（図中にある校舎（旧祖母懐小学校）等の建物は解体済み。）  
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第５７号議案  瀬戸市事務分掌条例の一部改正について  

担当課・係名  行政課 事務管理係  

１ 条例改正の理由  

  多様化及び複雑化する社会ニーズ等に迅速かつ的確に応えていく

ことを目的とする行政組織の再構築に当たり、条例中所要の事項を

改正するため。  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

   現在の本市を取り巻く状況に対して、最適に対応できる行政組 

織の規模の見直しを図り、かつ、市民に分かりやすい部署名へ変 

更し、所掌する事務を整理する。 

ア 市長直轄組織を現行の３課から防災安全課の１課に変更し、

防災及び危機管理に関することのほか、平時においても市民の

安全に対応可能な組織に改める。 

イ 経営戦略部を企画部とし、市政情報及びシティプロモーショ

ンに関することを加えた事務分掌とする。 

ウ 行政管理部を総務部とし、市税に関することを加えた事務分

掌とする。 

エ 地域振興部を経済文化部とする。 

オ 市民生活部から市税に関することを総務部へ移管し、市民の 

協働、自活的活動及び交流に関すること並びに多様性社会の実 

現に関することを加えた事務分掌とする。 

カ 健康福祉部の事務分掌に、子ども及び子育てのほか、若者に

関することを加える。 

キ 都市整備部の事務分掌に、農林業に関することを加える。 

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を令和７年４月１日とす

る。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

部署名を変更し、事務分掌を整理することにより、市民にとって

分かりやすく、かつ、職員が働きやすい組織とすることができる。  
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第５８号議案  行政組織改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について  

担当課・係名  まちづくり協働課 協働第１係  

行政課 事務管理係、法務係  

人事課 人事給与係  

文化課 文化係  

１ 条例制定の理由  

５つの審議会等を所管する部署について、行政組織の改編により

変更される部署名に合わせるに当たり、条例中所要の事項を改正す

るため。  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

行政組織の改編に伴い、審議会等を所管する部署名を次のとお

り改める。  

ア 瀬戸市特別職報酬等審議会  

行政管理部人事課を総務部人事課に改める。  

イ 瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会  

行政管理部行政課を総務部行政課に改める。  

ウ 瀬戸市行政不服審査会  

行政管理部行政課を総務部行政課に改める。  

エ 瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会  

 市長直轄組織まちづくり協働課を市民生活部多様性協働課に

改める。  

オ 瀬戸市文化施設運営委員会  

  地域振興部文化課を経済文化部文化課に改める。  

 ※いずれも業務の内容に変更は生じない。  

⑵ 施行期日等  

令和７年４月１日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  行政組織の改編により変更となった部署名で業務を行うことがで  

きる。  
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第５９号議案  瀬戸市公告式条例の一部改正について  

担当課・係名  行政課 法務係  

１ 条例改正の理由  

  近年の行政手続における押印の見直し及びアナログ規制の見直し

の観点から事務の効率化を図るため、掲示場の設置箇所数及び規則

の公布等の手続を見直すに当たり、条例中所要の事項を改正するた

め。  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア 公布する条例等の掲示場所を、瀬戸市役所前掲示板及び３支

所（水野支所、幡山支所、品野支所）前掲示板の４箇所から瀬

戸市役所前掲示板の１箇所に改める。  

 イ 規則の公布文への市長の署名を記名に改める。  

 ウ 規程の公表に係る市長印の押印を廃止する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和６年１０月１日と

する。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６条第５項  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

掲示場所を４箇所から１箇所にすることにより、３箇所分の条例

等の公布に係る文書及び職員の事務の削減が見込まれるほか、アナ

ログ規制の見直しの推進を図ることができる。  

※削減される再生紙使用枚数：令和５年度実績約８，１００枚（約２，

７００枚×３か所）  

※削減される事務：令和５年規則公布実績２８件、令和５年告示件数

（規程も含む）１９０件  
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第６０号議案  瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一

部を改正する条例及び瀬戸市職員の退職年金等に関す

る条例の臨時特例等の一部を改正する条例の一部改正

について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  地方公務員等共済組合法が施行された昭和３７年１２月１日前に

退職した職員の遺族に対し、瀬戸市職員の退職年金等に関する条例

により遺族年金の支給をしている。  

  支給の基となる恩給年額は国民年金の改定率により改定される

が、令和６年度の国民年金の改定率が２．７パーセント引き上げら

れ、恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令等の一部を改正

する政令が令和６年４月１日から施行されたことにより、恩給改定

率等が改められ、遺族年金の最低保障額等が引き上げられたことか

ら、一部を改正する条例中所要の事項を改正するため。  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

   令和６年度における恩給改定率が１．０２７に引き上げられた

ことから、遺族年金の最低保障額（年額）を「７９２，０００

円」から「８１３，４００円」に改める。  

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日（令和６年４

月１日から適用）とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令（平成２０年政令

第１２０号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

現在支給している遺族年金の最低保障額が、２１，４００円増額

となる。  
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第６１号議案  瀬戸市クリーンセンター条例の一部改正について  

担当課・係名  クリーンセンター  

１ 条例改正の理由  

本市は、災害の発生を起因とする一般廃棄物処理及び下水処理に

関して、愛知県及び県下市町村等との間において円滑に相互応援が

図られることを目的として平成２６年１月に「災害時の一般廃棄物

処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定」を締結している。  

また、尾張旭市とは、事故や施設の改修等によりし尿処理業務が

適正に遂行できない場合に相互応援が図られることを目的として令

和４年４月に「し尿処理相互応援に関する協定」を締結している。  

現行条例では、し尿処理施設を使用できる者が市内一般廃棄物収

集運搬業者等に限られることから、災害等が発生した際に速やかに

対応できるよう条例中所要の事項を改正するため。  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

   瀬戸市クリーンセンターのし尿処理施設を使用できる者につい  

て、市内の一般廃棄物収集運搬業者又は浄化槽清掃業者のほか、  

市長が必要と認めた者にも施設を使用できることとするもの。 

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とし、所要の

経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

相互応援の協定を締結している愛知県及び県下各市町村等が、災

害発生時等に、し尿処理施設を使用する際、速やかな対応ができる

ようになり、地域の防災力向上及び連携強化を図ることができる。  

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

第６２号議案  瀬戸市子ども・若者センター条例の廃止について  

担当課・係名  こども未来課 子ども・若者センター  

１ 条例廃止の理由  

  瀬戸市子ども・若者センターを廃止するため。  

２ 条例廃止の概要  

⑴ 主な内容  

  瀬戸市子ども・若者センターが担う児童福祉機能等と母子保健

機能を統合し、一体的に支援を行う組織を設置するため、当該セ

ンターを廃止するもの。  

 ⑵ 施行期日等  

   令和７年４月１日  

３ 条例廃止に係る根拠法令  

 ⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２  

 ⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１０条の２  

４ 条例廃止に伴う影響、効果等  

瀬戸市子ども・若者センターの役割は、母子保健機能、児童福祉

機能等を備えた組織において継続されるため、廃止の影響はない。  
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第６３号議案  瀬戸市こども若者家庭センター条例の制定について  

担当課・係名  こども未来課 子ども・若者センター  

１ 条例制定の理由  

  令和４年６月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律にお

いて、全ての妊産婦、こども及び子育て世帯に対し、母子保健及び

児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関として、こども家

庭センターの設置に努めることとされた。  

  現在、健康課母子保健係が担っている子育て世代包括支援センタ

―（母子保健）の機能と瀬戸市子ども・若者センターが担っている

子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）の機能を統合し、一体的に支

援を行うとともに、引き続き若者への支援を行う組織を設置するに

当たり、条例を制定するため。  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 名称  

瀬戸市こども若者家庭センター  

  イ 位置  

   （ア） 瀬戸市川端町１丁目３１番地 やすらぎ会館４階  

   （イ） 瀬戸市栄町４５番地 パルティせと３階  

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を規定し、施行期日を令和７年４月１日とす

る。  

３ 条例制定に係る根拠法令等  

 ⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第１項  

 ⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１０条の２  

 ⑶ 子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）第１

３条  

４ 条例制定に伴う影響、効果等 

  母子保健と児童福祉の両機能を備え、若者への支援を継続するこ

とにより、妊産婦、こども及び子育て世帯並びに若者への切れ目な

い支援を行うことができる。 
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第６４号議案  瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について  

担当課・係名  保育課 保育係  

１ 条例改正の理由  

  令和５年１２月２２日に閣議決定されたこども未来戦略を踏ま

え、保育所等の職員の配置基準の改善を図るために家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、条例

中所要の事項を改正するため。  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

   保育士、保育従業者の配置基準（最低基準）を次のとおり改め

る。  

ア 満３歳以上満４歳未満の児童について「おおむね２０人につ  

き１人以上」を「おおむね１５人につき１人以上」に改める。  

  イ 満４歳以上の児童について「おおむね３０人につき１人以上  

を「おおむね２５人につき１人以上」に改める。  

⑵ 施行期日等  

施行期日を公布の日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生  

労働省令第６１号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  本条例が適用される市内にある家庭的保育事業所等（３園）は全

て満３歳未満児を保育する定員１９名以下の小規模園のため、改正

の影響はない。  
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第６５号議案  瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正について  

担当課・係名  保育課 保育係  

１ 条例改正の理由  

  国のアナログ規制の見直しの対象となっている書面掲示及びフロ

ッピーディスク等の記録媒体を指定する規定について、当該規制の

解消を図るために特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正さ

れたことに伴い、条例中所要の事項を改正するため。  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

ア 特定教育・保育施設等の運営規程の概要等の重要事項につい

て、当該施設等の見やすい場所に書面で掲示することに加え、

インターネットを利用して閲覧に供しなければならないことと

するもの。  

イ 書面等に代わり、磁気ディスク、シー・ディー・ロム等の使

用による記録の交付又は提出を定めた規定について、新たな情

報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう磁気ディスク

等の具体的な名称を削り、電磁的記録媒体とするもの。  

⑵ 施行期日等  

施行期日を公布の日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・  

子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９

号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  国の基準と同様の改正を行うことにより、手続のオンライン化、

デジタル技術の活用等アナログ規制の見直しを推進することができ

る。  
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第６６号議案  愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更につい

て  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 議案提出の理由  

令和５年に公布された行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、令

和６年１２月２日から後期高齢者医療の被保険者証が廃止されるこ

とに伴い、高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正される。   

法の改正に伴い愛知県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更

するに当たり、議会の議決を求めるため。  

２ 議案の概要  

⑴ 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更の内容  

  後期高齢者医療制度の事務のうち、構成市町村において行う事  

務について次のとおり変更する。  

ア 「被保険者証及び資格証明書の引渡し」を「資格確認書等の

引渡し」に変更する。  

イ 「被保険者証及び資格証明書の返還の受付」を「資格確認書

等の返還の受付」に変更する。  

 ※被保険者証は廃止後、マイナンバーカードと一体化されるが、マイ

ナンバーカードを取得していない者等に対し、資格確認書が交付され

る。 

 ⑵ 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更の施行期日等 

   令和６年１２月２日  

３ 議案提出に係る根拠法令  

⑴ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に  

 関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）  

⑵ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項  

 及び第２９１条の１１  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

  規約中被保険者証を引用する箇所を変更することにより被保険者

証の廃止に対応した事務を行うことができる。  
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第６７号議案  交通事故に係る和解について  

担当課・係名  学校教育課 学校給食係  

１ 議案提出の理由  

  交通事故に係る和解をするに当たり、議会の議決を求めるため。  

２ 議案の概要  

 ⑴ 事故の概要  

   令和６年５月２日瀬戸市学校給食センター敷地内において、相

手方普通貨物自動車が後進した際、駐車中の学校教育課の軽乗用

自動車に接触し、当該軽乗用自動車が損傷した物損事故  

 ⑵ 損傷の状況  

   後方のドア、窓ガラス及びバンパーの損傷  

 ⑶ 損害賠償の額  

   ５９６，２７４円（車両損害料、レッカー費用及び代車費用）  

 ⑷ 和解の要旨  

  ア 相手方は、本市に対し、本件事故に係る損害賠償として上記

⑶の金額を支払う。  

  イ 本市と相手方は、本件事故に基づく損害に関し、本和解に定

めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認す

る。  

３ 議案提出に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号  
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第６８号議案  瀬戸市スポーツ施設条例の一部改正について  

担当課・係名  スポーツ課 スポーツ係  

１ 条例改正の理由  

  現行条例において記載されていない法的根拠を明確化するに当た

り、条例中所要の事項を改正するため。  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  条例中スポーツ施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める

に当たり、地方自治法第２４４条の２第１項及び瀬戸市都市公園

条例第１１条の２を法的根拠として規定する。  

⑵ 施行期日等  

公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  スポーツ施設の設置及び管理に係る事務の法的根拠を明確にして業

務を行うことができる。  
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第６９号議案  名古屋都市計画八床工業用地地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の一部改正について  

担当課・係名  都市計画課 計画係  

１ 条例改正の理由  

  働き方改革により物流の停滞が懸念される２０２４年問題に対応

するために流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律が一部

改正されることに伴い、条例中所要の事項を改正するため。  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正に

伴い、条例中に引用している法律の名称及び条項を次のとおり改

める。  

 ア 条例中に引用している法律の名称について「流通業務の総合

化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に

関する法律」に改める。      

 イ 条例中に引用している法律の条項について「第２条第１号」

を「第４条第１号」に改める。  

 ※条例の内容に変更は生じない。  

⑵ 施行期日等  

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動

車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公

布の日のいずれか遅い日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車

運送事業法の一部を改正する法律（令和６年法律第２３号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  条例中流通業務を定義している法律の名称を変更し、条ずれを解

消することができる。  
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第７０号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の３路線を認定するもの  

 ⑴ 西山３８号線  

 ⑵ 矢形１０号線  

 ⑶ 原山台２２号線  

 

 

 

２ 予算関係  

 

 第７１号議案 令和６年度瀬戸市一般会計補正予算（第５号）  

 

第７２号議案 令和６年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算（  

第２号）  

 

 第７３号議案 令和６年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正予算（第１  

号）  

 

第７４号議案 令和６年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第１  

号）  

 

第７５号議案 令和６年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第１号）  
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３ 決算認定関係  

 

 認定第１号 令和５年度瀬戸市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 

 認定第２号 令和５年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

 

 認定第３号 令和５年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 

 認定第４号 令和５年度瀬戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 

 認定第５号 令和５年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について  

 

 認定第６号 令和５年度瀬戸市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について  

 

認定第７号 令和５年度瀬戸市下水道事業会計決算の認定について  

 

 

４ 人事関係  

 

同意第３号 瀬戸市教育委員会委員の任命について（教育部教育政策課）  

   瀬戸市教育委員会委員の任期満了（令和６年９月３０日）に伴うもの  

 

同意第４号 瀬戸市教育委員会委員の任命について（教育部教育政策課）  

   瀬戸市教育委員会委員の任期満了（令和６年９月３０日）に伴うもの  

 

 

５ 報告関係  

 

報告第１０号 令和５年度瀬戸市健全化判断比率の報告について  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報

告するもの  

  

報告第１１号 令和５年度瀬戸市公営企業会計資金不足比率の報告につ

いて  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率を報告するもの  
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 報告第１２号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１  
令 和 ６ 年  

６ 月 １ １ 日  

令和６年３月２１日にじの丘中学校

敷地内において、体育の授業中、テニ

スのラケットが地面と接触し、ボール

と共に飛んだ小石が、相手方軽乗用自

動車のリアガラスに当たり、当該車両

が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１０３，

５３２円を支払う。  

（ 瀬 戸 市 過 失 割 合 

１００％）  

２  
令 和 ６ 年  

６ 月 １ １ 日  

 令和６年５月２８日瀬戸市立図書館

駐車場において、経路を示す案内看板

が強風により相手方軽乗用自動車に接

触し、当該車両の前方バンパーが損傷

した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１６，６

７６円を支払う。  

（ 瀬 戸 市 過 失 割 合 

１００％）  

３  
令 和 ６ 年  

６ 月 １ １ 日  

令和６年５月２８日瀬戸市立図書館

駐車場において、経路を示す案内看板

が強風により相手方軽乗用自動車に接

触し、当該車両の運転席側ドアが損傷

した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金５０，９

３０円を支払う。  

（ 瀬 戸 市 過 失 割 合 

１００％）  

４  
令 和 ６ 年  

６ 月 １ ８ 日  

令和６年５月１６日南山中学校敷地

内において、用務員が草刈作業中、相

手方普通乗用自動車の助手席側ドアガ

ラスに小石が当たり、当該車両が損傷

した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金３８，５

００円を支払う。  

（ 瀬 戸 市 過 失 割 合 

１００％）  

５  
令 和 ６ 年  

６ 月 ２ ７ 日  

令和６年４月８日汗干町地内におい

て、相手方自転車が歩道を走行中、破

断して台座のみ残ったガードコーンに

接触して、転倒し、当該車両が損傷し

た物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金３，９３

３円を支払う。  

（ 瀬 戸 市 過 失 割 合 

５０％）  

６  
令 和 ６ 年  

６ 月 ２ ８ 日  

令和６年５月２４日中山町地内にお

いて、相手方小型貨物自動車が県道を

走行中、道路上の消火栓の蓋が跳ね上

がり、当該車両が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金４３，５

０７円を支払う。  

（ 瀬 戸 市 過 失 割 合 

８０％）  
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報告第１３号 放棄した債権の報告について  

   瀬戸市債権管理条例第１７条第１項の規定に基づき、債権を放棄したの

で、同条第２項の規定により議会に報告するもの  

  ⑴ 放棄をした債権の名称  

    水道料金及び手数料  

  ⑵ 放棄をした債権の件数及び金額  

    件数 ４９３件  金額 １，８６２，０７４円  

  ⑶ 債権を放棄した日  

    令和６年３月３１日  

 

 

６ 提出関係  

 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、出資法人等について経

営状況を説明する書類を提出するもの  

 

⑴ 令和５年度瀬戸市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて  

 

⑵ 令和５年度一般財団法人瀬戸市開発公社の経営状況を説明する書類

の提出について  

 

⑶ 令和５年度瀬戸まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提

出について  

 

⑷ 令和５年度公益財団法人瀬戸市文化振興財団の経営状況を説明する

書類の提出について  

 

 



 認定路線図  

参考資料第７０号議案 

 

 

凡 例 

起点  

終点  

 

 

西山３８号線 

- 21 - 



 認定路線図  

参考資料第７０号議案 

 

 

凡 例 

起点  

終点  

 

 

矢形１０号線 

- 22 - 



 認定路線図  

参考資料第７０号議案 

 

 

凡 例 

起点  

終点  

 

 

原山台２２号線 

- 23 - 



参考資料第７１号～第７５号議案

１　予算概要 （単位：千円）

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・繰入金　30,211 ・財産収入　510,010

・繰入金　　 60,000

・繰越金　　235,782

２　一般会計

(1)  物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連 （単位：千円）

(2)  その他の主な内容 （単位：千円）

(3)  繰越明許費の追加

 陣屋線整備事業

(4)  債務負担行為の追加

 ふるさと納税支援業務委託、病児保育等業務委託

(5)  地方債の変更及び追加

 文化センター施設整備、用排水路整備

(6)  上記のほか、組織改編に伴う執務室移転等費用、市有地樹木点検費用及び郵便料金改定に伴う通信運搬費の補正を行うもの。

３　特別会計
(1)  国民健康保険事業特別会計

 郵便料金改定に伴う通信運搬費の補正を行うもの。

(2)  春雨墓苑事業特別会計

 墓地の返還に伴う永代使用料還付金の補正を行うもの。

(3)  介護保険事業特別会計

 令和５年度の国庫支出金等の精算による返還金及び介護保険給付準備基金積立金並びに郵便料金改定に伴う通信運搬費の補正を行うもの。

４　企業会計
(1)  水道事業会計

 サンヒル上之山配水区電気機械設備等更新事業に係る継続費の補正を行うもの。

菱野団地小中一貫校整備 9,471 9,471

教 育 費

令和８年度の開校に向けて通学時の児童の安全を確保するため、北側登校
用出入口の新設及び通学路の整備に係る調査・設計を行うもの。

民 生 費 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 60,000 60,000
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により厳しい状況にある方々
の生活・暮らしを支援するため、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援
給付金事業に係る給付費を増額するもの。

会計年度任用職員 2,139 2,139

日本語教育が必要な児童生徒を支援するため、日本語初期指導員を増員す
るもの。

区　　分 事　　業　　名 補 正 額
財　　源　　内　　訳

目　的　及　び　内　容
国・県支出金 市　債 そ の 他 一般財源

10,500

災害の発生を予防するため、農業用水路の修繕工事に係る費用を増額する
もの。

森林の持つ公益的機能や森林整備の重要性及び必要性について市民の意識
醸成を図るため、森林環境譲与税を原資とした基金繰入金を活用し、普及
啓発を行うもの。

通行者の安全確保及び交通の利便性向上のため、老朽化したカーブミラー
等を修繕するもの。

外国人児童生徒教育推進 68 68

一般管理（森林整備普及啓発）

交通安全施設等設置（カーブミラー等修繕分）

交通安全施設等設置（通学路整備工事分）

611

10,500

1,600

611

1,600

事　　業　　名 補 正 額
国・県支出金 市　債

233

1,424

13,000 13,000

民間社会福祉施設補助金

のぞみ学園管理運営（開所時間延長対応分）

産前・産後支援

用排水路整備

そ の 他 一般財源

財　　源　　内　　訳
目　的　及　び　内　容

子育て世帯に対する支援を促進するため、子育て世帯訪問支援や産後ケア
に係る委託料を増額するもの。

2,823 1,399

利用者の利便性向上を図るため、のぞみ学園の開所時間を延長するにあた
り必要な人員・管理運営体制を確保するもの。

53,667 53,667
社会福祉施設整備の振興を図るため、国や県と協調し、市内社会福祉法人
が行う障害者施設建設に係る費用の一部を補助するもの。

公共施設等の整備に備えるため、公有地の売却収入を積み立てるもの。510,010

422

233

11,457,337

25,000

11,184,304

98.8%

80.6%

98.8%827

869

3,000

117,420

11,468

110.8%

3,781,606 108.2%

57

22,000

11,066,000

14,481 18,300

5,613,2085,613,208 0

国 民 健 康 保 険 事 業

春 雨 墓 苑 事 業

介 護 保 険 事 業

下 水 道 事 業

11,445,000

児童が安心して登下校できるよう、企業版ふるさと納税の寄附金を原資と
した基金繰入金を活用し、通学路を整備するもの。

土 木 費

農林水産業費

衛 生 費

区　　分

31,038 927,081 83,568,887 108.4%合　　　計 80,322,814 1,679,119 1,010 421,844 153,200 990,900

水 道 事 業 3,781,606

9,394,814 0企 業 会 計

827 121,289 25,301,641 100.1%

48,872,432 113.1%① 30,211 ② 805,792

869

3,000

118,304

9,394,814 109.7%

25,168,000 11,468 122,173

14,424 18,30045,760,000 1,679,119 1,010 410,376 153,200 868,727

57

一 般 会 計

特 別 会 計

令和６年度　　９月補正予算（案）概要

当　　初
３月補正
（追加）

５月補正 ６月補正
６月補正
（追加）

９月補正 F　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額
対前年同期比

A B C D E F 国・県支出金 市　　債 そ の 他 一般財源 A+B+C+D+E+F

総 務 費 公共施設等整備基金積立金 510,010

民 生 費 会計年度任用職員 422

－ 24 － 　　　　　　　.



参考資料認定第１号～第７号

(単位：円）

歳 入 総 額 歳 出 総 額 実質収支額

－ － －

資 本 的 収 入
及 び 支 出

1,824,485,456 2,181,774,284 － － －

－ －

資 本 的 収 入
及 び 支 出

155,843,700 766,473,918 － － －

企
　
　
　
業
　
　
　
会
　
　
　
計

水
道
事
業
会
計

収 益 的 収 入
及 び 支 出

2,762,559,426 2,478,466,778 －

下
水
道
事
業
会
計

収 益 的 収 入
及 び 支 出

2,262,129,939 2,152,281,111

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

2,298,683,679 2,282,882,206 15,801,473 0 15,801,473

0 0

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計

11,098,734,891 11,087,400,899 11,333,992 0 11,333,992

341,537,585

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

国 民 健 康 保 険
事 業 特 別 会 計

11,183,662,092 10,842,124,507 341,537,585 0

春 雨 墓 苑 事 業
特 別 会 計

34,095,929 34,095,929 0

令和５年度　会 計 別 決 算 状 況

歳 入 歳 出
差 引 額

翌 年 度 へ
繰り越すべき
財 源

会 計 名

一 般 会 計 47,584,600,913 44,704,869,566 2,879,731,347 716,519,896 2,163,211,451

- 25 -



参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　千春 R3.10.1 R3.10.1 R7.9.30

小澤　慎太郎 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

竹川　典子 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

稲垣　遼 R4.10.1 R4.10.1 R8.9.30

大脇　忠 R5.10.1 R5.10.1 R9.9.30

安井　友香 R5.10.1 R5.10.1 R9.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

柴田　朋子 R4.12.15 R4.12.15 R8.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R5.7.6 R9.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 R3.9.30 R7.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

市野　眞知子 R5.1.22 R5.1.22 R8.1.21

鈴木　洋子 R1.12.21 R4.12.21 R7.12.20

竹本　弘司 R1.10.1 R4.10.1 R7.9.30

浅田　正巳 R6.4.1 R6.4.1 R9.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 R5.1.20 R8.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 R4.12.21 R7.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

鈴木　洋子 R3.7.1 R3.7.1 R7.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 R4.10.1 R8.9.30

冨田　宗一 R6.5.10 R6.5.10 R9.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和６年５月１０日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

上川　和子 H28.12.24 R2.12.24 R6.12.23

佐野　嘉崇 R2.12.24 R2.12.24 R6.12.23

戸田　千里 H28.12.24 R2.12.24 R6.12.23

井上　順子 R2.12.24 R2.12.24 R6.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 R4.4.1 R7.3.31

大津　菊江 R6.4.1 R6.4.1 R9.3.31

伊藤　良三 H18.10.1 R3.10.1 R6.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 R5.4.1 R8.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 R5.4.1 R8.3.31

矢野　友子 H22.4.1 R4.4.1 R7.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 R4.10.1 R7.9.30

今井　順子 H23.7.1 R5.10.1 R8.9.30

中島　富士子 H24.10.1 R3.10.1 R6.9.30

横江　俊次 H25.4.1 R4.4.1 R7.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 R3.10.1 R6.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大森　雅之 R5.6.16 R5.6.16 R9.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　正彦 R4.10.1 R4.10.1 R7.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和６年５月１０日現在
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

井上　俊英 R5.7.20 R5.7.20 R8.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 R5.7.20 R8.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 R5.7.20 R8.7.19

髙島　八十三 R2.7.20 R5.7.20 R8.7.19

長江　和春 R5.7.20 R5.7.20 R8.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 R5.7.20 R8.7.19

武田　晴光 H29.7.20 R5.7.20 R8.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 R5.7.20 R8.7.19

矢野　洋三 R5.7.20 R5.7.20 R8.7.19

伊藤　憲昭 R2.7.20 R5.7.20 R8.7.19

横道　厚子 H29.7.20 R5.7.20 R8.7.19

中村　征実 R5.7.20 R5.7.20 R8.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和６年５月１０日現在
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参考資料報告第１０号、第１１号 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく瀬戸市の健全化判断比率等の報告（概要）         

 

１ 令和５年度瀬戸市健全化判断比率の報告について （第１０号） 

 
健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 内容 

実質赤字比率 － 12.00% 20.00% 
標準財政規模に対して、一般会計等の当該年度の

赤字額が占める割合 

連結実質赤字比率 － 17.00% 30.00% 
標準財政規模に対して、瀬戸市の全会計の当該年

度の赤字額が占める割合 

実質公債費比率 1.1% 25.0% 35.0% 
標準財政規模に対して、瀬戸市の全会計と一部事

務組合が支出した公債費が占める割合 

将来負担比率 － 350.0%  
標準財政規模に対して、瀬戸市の全会計と一部事

務組合、土地開発公社等の負債が占める割合 

 

２ 令和５年度瀬戸市公営企業会計資金不足比率の報告について （第１１号） 

 
公営企業会計 資金不足比率 経営健全化基準 内容 

資金不足比率 

水道事業会計 － 

20.0% 
公営企業ごとの事業規模に対して、資金不足額が

占める割合 
下水道事業会計 － 
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